
 

日本政府の新型コロナウイルス対策 

（海外在留邦人の方の一時帰国時における新型コロナワクチン接種事業： 

３回目接種の対象年齢引き下げについて） 

 

２０２２年３月２９日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

現在、日本政府は、海外在留邦人の方等を対象とした新型コロナワクチン接種

事業において、３回目のワクチン接種を実施しています。 

 

１ これまで３回目の接種は、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ（コビシ

ールドを含む）のいずれかのワクチンの２回目接種を受けてから６か月以上が

経過している１８歳以上の方が対象でしたが、３月２９日から対象年齢を引き

下げ、１２歳以上の方も予約が可能となります（接種は４月５日から）。 

 

２ 本事業での接種を希望される方は、日本入国時の水際対策として実施して

いる待機措置の状況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上

でご予約ください。 

 なお、５～１１歳の子どもに対するワクチン接種については、４月中旬を目処

に開始すべく、検討中です。開始日が決まりましたら改めてお知らせいたします。 

 

３ 本件詳細は、以下の外務省海外安全ＨＰをご確認ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 
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